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午前 ９時３０分 開会・開議 

○議長（東口正美君） ただいまから、令和５年第２回東大和市議会定例会を開会いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 直ちに、本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） ここで、本定例会における会期等議会運営に関する件について、議会運営委員会委員長、

中間建二議員の報告を求めます。 

〔議会運営委員会委員長 中間建二君 登壇〕 

○１５番（中間建二君） おはようございます。 

  去る６月８日に議会運営委員会が開催されましたので、御報告を申し上げます。 

  まず、定例会の会期でありますが、本日６月13日から６月30日までの18日間といたします。 

  会議録署名議員は、３番 石田昭太朗議員 13番 髙峰 章議員の２名であります。 

  本日は、会議録署名議員の指名、会期の決定、市長所信表明、市長・議長の諸報告の後、議事運営を休憩し、

休憩中に土地開発公社評議員会を開催いたします。再開後、第３号、第４号報告、第３号同意から第18号同意、

第32号議案から第36号議案、第38号議案、第37号議案を順次審議等した後、会期中審査分の陳情の付託を行い

ます。 

  なお、第38号議案は、厚生文教委員会に審査を付託いたします。 

  ６月14日は、休会となります。 

  ６月15日は、市長所信表明に対する代表質問となります。 

  ６月16日、19日から22日の５日間は一般質問となります。 

  ６月23日から29日までは休会とし、その間に常任委員会を開催いたします。 

  常任委員会の日程について申し上げます。 

  26日、午前９時30分から総務委員会を、27日、午前９時30分から厚生文教委員会を、28日、午前９時30分か

ら建設環境委員会をそれぞれ開催いたします。また、28日、午後１時30分から議会運営委員会の開催を予定し

ておりますが、閉会中審査分の請願及び陳情、議員提出議案の提出などの審査案件等がない場合は開催をいた

しません。 

  ６月30日、最終日は、追加議案審議、常任委員会審査報告、議員提出議案審議、閉会中審査分の請願及び陳

情の付託、継続審査議決、特定事件調査議決、議員派遣議決の後、閉会となります。 

  代表質問通告書の提出期限は、６月14日、正午となっております。 

  この代表質問通告書の確認等を行うため、６月15日、午前９時から議会運営委員会を開催いたします。 

  議員提出議案の提出期限は、６月22日、正午となります。 

  今定例会での一般質問通告者は18名であります。 

  委員会に審査を付託する陳情は４件であります。 

  以上が今定例会の日程等について議会運営委員会で協議いたしました報告となります。 

  次に、今後の新型コロナウイルス対策等を踏まえた本会議場等における議会運営について御報告いたします。 

  令和５年５月17日に開催された代表者会議において決定された事項に基づき、協議を行いました。 

  その結果、１点目として、引き続き飛沫感染防止パネルを設置すること。２点目として、マスクの着用、検
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温、手指消毒等については、会議当日の体調面や発言の際の息苦しさなどを考慮の上、出席者個人が判断をす

る。なお、傍聴者についても同様とすること。 

  以上の２点を除き、新型コロナウイルス感染防止対策を実施する以前の状況に戻すことといたします。 

  皆様の御理解、御協力をよろしくお願いいたします。 

  以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 

  議長において、よろしくお取り計らいのほどお願いをいたします。 

〔議会運営委員会委員長 中間建二君 降壇〕 

○議長（東口正美君） 以上で、議会運営委員会委員長の報告を終了いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（東口正美君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第78条の規定により、議長より指名いたします。 

    ３番 石 田 昭太朗 議員 

   １３番 髙 峰   章 議員 

 を指名いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（東口正美君） 日程第２ 会期の決定を議題に供します。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日６月13日から６月30日までの18日間としたいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第３ 市長所信表明 

○議長（東口正美君） 日程第３ 市長所信表明を行います。 

〔市 長 和地仁美君 登壇〕 

○市長（和地仁美君） おはようございます。 

  さきの市長選挙におきまして、市民の皆様、そして関係各位から大変多くの御支持、御支援を賜り、市長に

当選させていただきました和地仁美でございます。この場をお借りしまして、心から御礼申し上げます。 

  市長の職に就き大変光栄であるとともに、その課せられた職責の重大さを改めて認識し、身の引き締まる思

いがいたします。 

  それでは、令和５年第２回定例会の開会に当たり、市政に臨む所信を申し上げます。 

  我が国における出生数は、令和４年に初めて80万人を割り込み、想定よりも早く少子化が進行し、少子高齢

化や人口減少が急速に進展しております。東大和市におきましても、今後、生産年齢人口の減少により市税収

入が減少し、また高齢化により社会保障関係経費が増加していきますが、これに加え、公共施設の老朽化対策

として多額の財政負担を背負うことは必至の状況であり、大きな課題となっております。 
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  東大和市は、今年で市制施行52年目を迎えますが、100年単位で捉えますと、その折り返し地点にあります。 

  しかし、この先、折り返し後の50年は折り返し前の50年とは全く異なるトレンド、社会情勢、価値観となる

ことは明白です。私は、今後直面する大きな課題に対しては、市制施行100年を見据えながら、今ある資源や

仕組みを生かしつつ、これに工夫や知恵を最大限活用し、時代に合ったリノベーションを施し、未来につなが

る市政を目指してまいります。 

  また、地方分権が進んだ今、行財政については運営というより経営という要素が以前より増していると考え

ております。そのような中、経営の４大資源、すなわち「ヒト・モノ・カネ・情報」を十分に活用することの

重要性が増していることは疑問の余地はありませんが、中でも、未来につながる市政を目指す上で一番重要な

のは、組織マネジメント、そして人材であると私は信じています。将来に向けたまちづくりに対する私の思い

を職員へ発信し、意見を聞きながら同じ方向を向くことにより、組織力を高め、私は職員と一致団結して、こ

の難局に全力でチャレンジし、乗り越えてまいりたいと考えております。市議会議員の皆様並びに市民の皆様

のご支援とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

  それでは、初めに、私の市政における３つの経営方針について申し上げます。 

  １つ目は、「誰もが未来への希望が持て、住み続けたいと思えるまちづくり」であります。 

  少子高齢化や人口減少が進展し、自治体間競争が進む中、この東大和市を、今の市民の皆様、そして未来の

市民の皆様に選ばれるまちにしていく必要があります。市民の皆様のニーズと時代の変化を捉えながら、子供

から高齢者までが生き生きと暮らすことができるまちの実現を目指してまいります。 

  ２つ目は、「前例踏襲ではなく民間や市民の当たり前を行政に」であります。 

  厳しい財政状況の中、限られた財源で事業を行う場合は、今まで以上に知恵を絞り、工夫をすることが必要

となります。こうした民間や市民の当たり前の感覚、手法などを多く取り入れ、事業を実施することだけを目

的にするのではなく、経営感覚を持ち、費用対効果を考慮するとともに、実施した事業の効果によっては、改

善だけではなく、廃止、縮小も選択肢として、限りある財源ではありますが、知恵と工夫を用いて、より効果

の高い取組を目指してまいります。 

  ３つ目は、「市民の役に立ち、市を発展させる市役所に。職員がチャレンジ精神を発揮し、時代に即した政

策を立案・実施する体制の強化」であります。 

  私が経営方針に職員のことについて入れた理由は、さきに述べたとおり、何を実現するにも職員の能力や高

いモチベーションが必要であるためです。 

  時代に即したサービスの推進により、市民サービスの質の向上を図るとともに、多様化・複雑化する行政課

題に対応するために、職員が主体的に課題に向き合い、対策を考え、取り組んでいくことは必要不可欠です。

そのために、市職員の人材育成や能力向上はもとより、一人一人が、その力を発揮するための組織体制の整備、

組織風土の醸成を目指してまいります。 

  以上、私の経営方針を申し上げました。 

  次に未来につながる市政を目指しまして、私が考える４つの施策を述べさせていただきます。 

  １つ目は、「子育て・教育で選ばれる東大和に」であります。 

  子供の医療費助成につきましては、子育て世帯の負担を軽減し、子供たちの健康を守るため、所得制限を設

けずに高校生等までの医療費の無償化を早期に実施いたします。 

  私は、生涯を通して健康でいるためにも、子供時代の健康は重要であり、この健康維持に関しては、全ての
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子供が平等に得るべきものと考え、この施策を掲げました。また、この財源につきましては、狭山保育園の段

階的な廃園を受け、保育園の予算、すなわち子供たちのための財源を、引き続き子供たちに活用するという考

えの下、対応してまいりたいと思います。 

  保育園の待機児童対策につきましては、引き続き待機児童ゼロの継続を目指した取組を進めるとともに、学

童保育事業につきましても、待機児童対策や放課後の子供たちの居場所づくりのさらなる充実を図ってまいり

ます。 

  子育て世帯の支援につきましては、孤立を防ぎ、つながりが感じられ、安心して子育てできる環境をつくり

出すために、妊娠期から出産・子育てまで一貫した、伴走型相談支援や経済的支援の充実を図ってまいります。 

  子供たちの教育につきましては、未来と世界につながる教育の実現を目指し、タブレット型の１人１台端末

のさらなる有効活用等により、国際化やデジタル化など、社会のニーズや変化に対応し、広い視野と豊かな心

を育てる教育環境の充実を図ってまいります。そのため、学校施設の更新につきましては、計画的な実施に必

要となる財源の確保に留意しながら、未来を担う子供たちの学びの場として最適な環境を、地域の皆様ととも

に創り上げてまいります。 

  また、自然や文化、社会交流などから得る子供時代の体験は、学力向上、人間形成において重要だとされて

おり、東大和市の教育に関する大綱に基づく人間形成を実現するためにも不可欠な要素だと考えます。 

  よって、子供たちの体験格差の解消を目指し、食育の充実や狭山緑地などの自然環境を生かした体験学習、

旧日立航空機株式会社変電所を活用した平和教育の実施、スポーツ環境、学習環境及び公園等の充実を図り、

子供たちの生きる力を育んでまいります。 

  ２つ目は、「新しい時代に沿った市政運営の実現」であります。 

  老朽化した公共施設につきましては、公共施設等総合管理計画の考え方を基本に据えながら、市民の皆様の

ニーズを形にすることを目指し、民間連携手法も視野に入れ、未来志向で検討を行うとともに、市民満足度や

費用対効果の向上のために最大限の工夫を行ってまいります。 

  行政のデジタル化につきましては、市民の皆様に役立つデジタル化の推進に向け、行かなくても済む市役所

を目指す一方で、デジタル技術を利活用できない方への対応も充実させ、親切だから行きたくなる市役所も目

指してまいります。また、情報通信基盤の整備や新たなデジタル技術の活用により、業務の効率化を図り、職

員でなければできない業務に集中できる体制づくりを目指してまいります。 

  市民の皆様と市政をつなぐ重要な要素である広報につきましては、デジタル技術も活用し、市政情報をより

タイムリーに発信することを目指してまいります。 

  そして、広聴につきましては、従来からある市民意識調査や各種計画策定のための調査などといった代表的

な大きな調査だけではなく、スマートフォンなどを活用し、日常の身近な課題に対する市民の皆様の声、特に

若者や現役世代の声をタイムリーに集められる仕組みを構築し、市政に生かしてまいります。 

  ３つ目は、「環境と賑わいが両立する東大和に」であります。 

  東大和市には大きなノビシロがあると考えております。多摩湖、狭山丘陵、歴史ある有形・無形の文化財、

地元で取れる新鮮な野菜、市民の皆様による文化活動など、これらの魅力を紡ぎ合わせ、にぎわいの創出と東

大和ライフの充実につなげてまいります。また、空堀川沿いの桜の回廊の実現に向けては、東京都に働きかけ

を行ってまいります。 

  創業支援や地域経済の活性化につきましては、関係する施策の充実を図るとともに、リモ－トワークが普及
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してきたことを機に、若者や女性の創業支援、従来の大きな土地を必要とするような企業誘致ではなく、デジ

タル系などの企業誘致についても実現に向け調査してまいります。また、中小企業・地域経済振興基本条例や

公契約条例の制定についても研究してまいります。 

  地域循環型社会の実現につきましては、家庭廃棄物のさらなる減量に取り組むとともに、緑豊かな環境づく

りのために、市民の皆様が気軽に参加できる啓発事業を充実させてまいります。 

  ４つ目は、「安心・安全で生きがいを感じられる東大和に」であります。 

  高齢者支援につきましては、高齢者がつながりを感じ、心と身体の健康を維持できる事業の充実を図るため、

世代間交流のできる場所づくりや、気軽に参加でき充実感を持てる地域活動の機会を増やしてまいります。 

  障害者支援につきましては、障害の有無の分け隔てなく理解し合える共生のまちづくりを推進するために、

手話言語条例やコミュニケーション条例について検討してまいります。また、障害やひきこもりなどの様々な

理由で就労が困難な人々が働くことができる、ソーシャルファームとして、市内の事業者などが東京都の認証

を受けられるよう支援を行ってまいります。 

  災害対策につきましては、感染症や女性、子育て世帯等に配慮し、避難所の運営方法や備蓄品を見直すとと

もに、自主防災組織への支援を充実させるなど、さらに災害に強いまちづくりを進めてまいります。 

  以上、私の所信について述べさせていただきました。 

  私は、東大和市の明るい未来のためには、４つの目が必要であると考えております。全体を俯瞰的に見渡す

鳥の目、小さなことも見逃さず丁寧に見る虫の目、時代が大きく変わる中、流れを正しく読む魚の目、市民の

皆様の目線に立ち、物事を反対から見るコウモリの目。私は、これらの目を持ちながら、この先の50年を見据

え、未来につながる市政を目指し、自らがリーダーとして、全身全霊をもって市政運営に当たる決意でありま

す。 

  重ねて、市議会議員の皆様並びに市民の皆様の御支援と御協力を賜りますよう、お願い申し上げ、市長就任

の所信表明といたします。 

〔市 長 和地仁美君 降壇〕 

○議長（東口正美君） 以上で、市長所信表明を終了いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第４ 諸報告 

○議長（東口正美君） 日程第４ 諸報告を行います。 

  初めに、市長報告を行います。 

〔市 長 和地仁美君 登壇〕 

○市長（和地仁美君） それでは、市長報告を申し上げます。 

  主として関連する団体への出席、特に市長会関係の主な議事について、前市長出席分も含め、申し上げます。 

  資料を配付いたしましたので、後ほど御覧いただきたいと存じます。 

  初めに、２月15日に東京都市長会役員会が開催されました。 

  議事１の東京都後期高齢者医療広域連合からの報告についてでありますが、令和５年１月11日開催の後期高

齢者医療広域連合協議会における令和５年度当初予算案等についての協議結果について、東京都後期高齢者医

療広域連合から報告がありました。 

  次に、議事２のＨＴＴの推進に向けた都の取組についてでありますが、都民からの相談に丁寧かつ効果的に
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対応するために開設したワンストップ総合相談窓口の運営状況等について、東京都から報告がありました。 

  次に、議事３の東京における空き家施策実施方針の策定についてでありますが、都内全域における空き家対

策を効果的に展開するための方針を策定することについて、東京都から説明がありました。 

  次に、議事４の市町村下水道事業への支援の充実（ＴＯＫＹＯ強靱化プロジェクト）についてでありますが、

市町村下水道における浸水・地震対策の強靱化に資する取組への補助経費を令和５年度予算案に計上したこと

などについて、東京都から説明がありました。 

  次に、議事５の東京都地域防災計画震災編（令和５年修正）の素案についてでありますが、新たな被害想定

で明らかになった震災リスクから都民の命と暮らしを確実に守るため、自助・共助の備えを促進することなど、

当該計画の令和５年修正の素案概要について、東京都から説明がありました。 

  次に、議事６の令和５年度東京都予算案の概要についてでありますが、予算編成方針や予算フレームなどに

ついて、東京都から説明がありました。 

  その他の議事につきましては、それぞれ承認、決定いたしました。 

  次に、同日、東京都市長会政策調査特別部会が開催され、市長会事務局から、多摩地域における行政のデジ

タル化の取組に関する令和４年度の報告と令和５年度の取組方針の説明があり、これを承認、決定しました。 

  次に、２月24日に東京都市長会議が開催されました。 

  議事１の赤十字活動並びに活動資金募集へのご協力のお願いについてでありますが、各市が行う募金活動な

どを通じた活動資金の募集について、日本赤十字社から協力依頼がありました。 

  次に、議事８の東京都市長会役員改選についてでありますが、審議の結果、令和５年５月１日から２年間を

任期とする東京都市長会役員として、会長に東村山市長、副会長に福生市長、多摩市長、稲城市長、八王子市

長、監事に府中市長、日野市長がそれぞれ就任することとなりました。 

  その他の議事につきましては、２月15日開催の東京都市長会役員会及び政策調査特別部会における審議と同

様であります。 

  次に、４月14日に東京都市長会役員会が開催されました。 

  議事１のＧｏｖＴｅｃｈ（ガブテック）東京における都・区市町村協働事業についてでありますが、東京都、

区市町村及びＧｏｖＴｅｃｈ（ガブテック）東京の３者が連携協働し、デジタル人材のシェアリングやシステ

ム等の共同調達を行うことで東京全体のＤＸを推進していくことについて、東京都から説明がありました。 

  次に、議事２の多摩のまちづくり戦略についてでありますが、令和５年度に策定する当該戦略の位置づけや

今後の進め方などについて、東京都から説明がありました。 

  次に、議事４の全国市長会要望事項（令和６年度要望）の提出についてでありますが、前年度と同数の142

件の項目を要望することなどの説明が市長会事務局からあり、これを決定しました。 

  その他の議事につきましては、それぞれ承認、決定いたしました。 

  次に、４月27日に東京都市長会議が開催されました。 

  議事３の018サポートについてでありますが、事業実施に向け、市区町村への依頼事項等について、東京都

から説明がありました。 

  次に、議事４の多摩東京移管130周年記念イベントの概要についてでありますが、多摩の魅力を再発見し、

愛着の向上を図る機会を創出する当該イベントの内容について、東京都から説明がありました。 

  次に、議事５の部会の編成替え及び部会長等の選任についてでありますが、東京都市長会に設置されている



 

－12－ 

５つの部会編成を決定した後、各部会を開催し、正副部会長を決定しました。 

  その他の議事につきましては、４月14日開催の東京都市長会役員会における審議と同様であります。 

  以上の報告につきましては、尾崎保夫前市長の出席によるものであります。 

  次に、５月17日に全国市長会関東支部総会が開催されました。 

  議事４のＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた財政支援に関する緊急決議についてでありますが、ＩＣＴ機

器端末の経年に伴う更新等の費用が今後多額になることを鑑み、国に財政措置を求めることについて決定しま

した。 

  次に、議事５の保育の充実に関する緊急決議についてでありますが、保育士の確保並びに保育士の処遇改善

など、国に措置を求めることについて決定しました。 

  その他の議事につきましては、それぞれ承認、決定いたしました。 

  次に、５月25日に東京都市長会議が開催されました。 

  議事１の多摩地域における自転車ロードレース及び都民参加型イベントの開催についてでありますが、自転

車をさらに身近なものとし、国内外に東京の魅力を発信する当該イベントの内容について、東京都から説明が

ありました。 

  次に、議事２の道交法改正に伴う自転車用ヘルメット着用促進に向けた取組についてでありますが、自転車

用ヘルメットの着用が全年齢で努力義務化されたことに伴い、自転車利用者に対するヘルメット購入の補助事

業を開始することについて、東京都から説明がありました。 

  次に、議事３の第８回「山の日」全国大会への東京都立候補についてでありますが、令和６年８月に行われ

る全国大会に開催地として立候補することについて、東京都から説明がありました。 

  次に、議事４の018サポートについてでありますが、市区町村からの意見を基に再検討した事業内容につい

て、東京都から説明がありました。 

  その他の議事につきましては、それぞれ承認、決定いたしました。 

  以上で市長報告を終わります。 

〔市 長 和地仁美君 降壇〕 

○議長（東口正美君） 報告が終わりました。 

  質疑があれば承ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  以上で市長報告を終了いたします。 

  次に、議長報告でありますが、議長職を副議長と交代いたします。 

〔議長退席、副議長着席〕 

○副議長（大后治雄君） 議長報告終了までの間、議長職を交代いたします。 

  それでは、議長報告を行います。 

〔議 長 東口正美君 登壇〕 

○議長（東口正美君） 令和５年第１回市議会定例会報告以降の議長報告を申し上げます。 
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  初めに、２月13日に全国市議会議長会第176回社会文教委員会が全国都市会館で開催されました。 

  会議に先立ち、厚生労働省の担当者から令和５年度厚生労働省予算案の概要について、文部科学省の担当者

から令和５年度文部科学省予算案の概要について説明の後、事務局より報告がありました。 

  議事では、令和４年度における委員会要望結果の概要について、説明どおり承認されました。 

  また、令和５年度の委員会への申し送り事項（案）について、報告どおり承認されました。 

  次に、２月16日に東京都市議会議長会定例総会が東京自治会館で開催されました。 

  会務報告が了承され、議事では、令和５年５月25日に開催予定の関東市議会議長会第89回定期総会で審議す

る都県提出議案について、報告どおり承認されました。 

  市議会議長会終了後、令和５年東京都市町村議会議員公務災害補償等組合議会定例会が開催されました。 

  議事では、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合個人情報保護法施行条例のほか、２件の条例が原案ど

おり可決されました。 

  また、令和３年度東京都市町村議会議員公務災害補償等組合歳入歳出決算の認定について報告があり、これ

を承認し、令和５年度東京都市町村議会議員公務災害補償等組合予算について、原案どおり可決いたしました。 

  次に、４月25日に東京都市議会議長会臨時総会が東京自治会館で開催されました。 

  会務報告が了承され、協議事項では、令和４年度東京都市議会議長会歳入歳出決算の認定については、報告

のとおり承認されました。 

  なお、この臨時総会をもって、東京都市議会議長会の新旧役員の交代がありました。 

  以上の報告につきましては、関田正民前議長の出席によるものであります。 

  次に、５月25日に関東市議会議長会第89回定期総会が茨城県水戸市にある水戸プラザホテルで、加盟してい

る216市区のうち170市区の参加により開催されました。 

  会務報告のほか、慶弔規程に基づく支出報告、地方行政委員会をはじめとした各委員会の活動状況などの諸

報告が行われました。 

  議事では、会長提出議案として、令和４年度関東市議会議長会歳入歳出決算を原案どおり認定し、令和５年

度関東市議会議長会歳入歳出予算（案）を原案どおり可決いたしました。 

  次に、都県提出議案については、関東市議会議長会として４件を第99回全国市議会議長会定期総会の議案と

して提出することを決定いたしました。 

  都県提出議案でありますが、議案第１号として、神奈川県市議会議長会から提出された病児保育事業に対す

る支援拡充等について、議案第２号として、千葉県市議会議長会から提出された教職員における労働環境の改

善について、議案第３号として、茨城県市議会議長会から提出された公共施設等適正管理推進事業（除却事業）

の財政支援の拡充についてとし、議案第４号として、茨城県市議会議長会から提出された地方議会議員への厚

生年金への加入についての要望については予備議案とすることとなりました。 

  また、令和５年度の関東市議会議長会役員改選については原案どおり可決され、次期総会の開催市は会長市

である熊谷市にて開催することが決定されました。 

  次に、５月29日に三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事会及び総会が東京自治会館で開催されました。 

  初めに、理事会についてでありますが、会務報告のほか、第１委員会から第３委員会までの各委員会の活動

状況などの諸報告が行われ、報告どおり承認されました。 

  議事では、令和４年度三多摩上下水及び道路建設促進協議会歳入歳出決算についてを原案どおり認定し、令
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和５年度三多摩上下水及び道路建設促進協議会歳入歳出予算（案）についてを原案どおり可決しました。 

  続いて、役員選任については、令和５年度の会長に東村山市議会議長を、副会長に武蔵野市議会議長、国分

寺市議会議長、瑞穂町議会議長を選任し、第３委員会の副委員長に東大和市議会から金井康哲議員が選任され

ました。 

  また、総会決議として、三多摩地区上下水道及び道路対策に関する決議（案）を原案どおり可決いたしまし

た。 

  以上の案件を同日開催の総会に提案することで、承認いたしました。 

  理事会終了後、第61回三多摩上下水及び道路建設促進協議会総会が開催され、先ほど報告いたしました理事

会の内容のとおり報告及び承認されました。 

  次に、５月30日に東京都市議会議長会定例総会が東京自治会館で開催されました。 

  今総会からペーパーレスでの会議が導入されることとなり、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ（サイドブックス）を活用

し、会議が進められました。 

  令和５年度の市議会議長会会長に国分寺市議会議長、副会長に国立市議会議長及びあきる野市議会議長が就

任されました。 

  会務報告のほか、協議事項の各市提出議案については、提出議案なしとのことで承認されました。 

  続いて、日中友好交流事業については、東京都特別区、市、町村と北京市の友好交流の開始以降、長側と議

会側の双方で派遣と受入れを毎年交互に実施し、交流を深めてきたものであります。 

  令和５年度は、議長会からの派遣年度となり、市議会議長会からは２市が派遣されますことから、会長市の

国分寺市議会議長及び割り振り表に基づく調整を経て、小平市議会議長を派遣することで了承されました。 

  なお、実施の有無については、今後特別区議会議長会、町村議会議長会の意向等と合わせて、北京市と協議

及び調整を図るとの説明がありました。 

  報告は以上でありますが、ただいま報告いたしました関係資料につきましては、事務局に整理してあります

ので、後ほど御参照いただければと存じます。 

  以上で議長報告を終わります。 

〔議 長 東口正美君 降壇〕 

○副議長（大后治雄君） 議長報告が終わりました。 

  質疑があれば承ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（大后治雄君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（大后治雄君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  以上で議長報告を終了いたします。 

  議長職を交代いたします。 

〔副議長退席、議長着席〕 

○議長（東口正美君） 以上で諸報告を終了いたします。 

  議事運営の都合上、ここで暫時休憩いたします。 

午前１０時１０分 休憩 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前１０時３９分 開議 

○議長（東口正美君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第５ 第３号報告 東大和市土地開発公社の経営状況について 

○議長（東口正美君） 日程第５ 第３号報告 東大和市土地開発公社の経営状況について、本件の報告を行い

ます。 

  報告を求めます。 

〔副市長 小島昇公君 登壇〕 

○副市長（小島昇公君） 皆さん、こんにちは。 

  ただいま議題となりました第３号報告 東大和市土地開発公社の経営状況につきまして御報告申し上げます。 

  本報告は、地方自治法第243条の３第２項の規定によりまして、土地開発公社の経営状況について御報告申

し上げるものであります。 

  御報告申し上げます事項は、令和４年度東大和市土地開発公社事業報告並びに決算であります。 

  初めに、令和４年度東大和市土地開発公社事業報告であります。 

  まず、公共用地取得事業につきましては、ございませんでした。 

  次に、公共用地売却事業につきましては、東大和市からの依頼によりまして２件の売却事業を行っておりま

す。 

  １件目は、立川都市計画道路３・４・17号桜街道線用地売却事業であります。売却面積は457.23平方メート

ル、売却金額は１億3,992万9,788円であります。 

  ２件目は、市道第２号線角切用地売却事業であります。売却面積は13.39平方メートル、売却金額は299万

7,965円であります。 

  続きまして、令和４年度東大和市土地開発公社の決算であります。 

  まず、収入でありますが、事業収入といたしまして、土地売払収入が１億4,292万7,753円であります。 

  次に、事業外収入といたしまして、利息収入が206円であります。こちらは普通預金の利息であります。 

  収入は以上でありまして、収入済額の合計は１億4,292万7,959円であります。 

  次に、支出であります。 

  まず、事業費といたしまして、物件移転補償費が752万458円で、物件移転完了後の後払い分であります。ま

た、支払利息は32万54円で、令和３年度の公共用地取得事業に伴う借入金の支払利息であります。 

  次に、管理費といたしまして、一般管理費が７万6,210円であります。主なものは、法人市民税及び法人都

民税であります。 

  また、事業管理費が550円でありまして、こちらは物件移転補償費の振込手数料であります。 

  次に、借入金償還金といたしまして１億1,000万円であります。こちらは、令和３年度の公共用地取得事業

に伴う借入金の返済であります。 

  最後に、予備費につきましては支出がございませんでした。 

  支出は以上でありまして、支出済額の合計は１億1,791万7,272円であります。 

  その他、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、財産目録等につきましては、説明を省略さ
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せていただきます。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

〔副市長 小島昇公君 降壇〕 

○議長（東口正美君） 報告が終わりました。 

  質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  以上で、第３号報告を終了いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第６ 第４号報告 令和４年度東大和市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

○議長（東口正美君） 日程第６ 第４号報告 令和４年度東大和市一般会計繰越明許費繰越計算書について、

本件の報告を行います。 

  報告を求めます。 

〔副市長 小島昇公君 登壇〕 

○副市長（小島昇公君） ただいま議題となりました第４号報告 令和４年度東大和市一般会計繰越明許費繰越

計算書につきまして、内容の御説明を申し上げます。 

  令和４年度東大和市一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方

自治法施行令第146条第２項の規定により、御報告申し上げるものであります。 

  令和４年度から令和５年度に繰り越しました予算は、各公共施設の空調及び照明設備等の更新に係る実施設

計委託、出産・子育て応援事業、新型コロナウイルス感染症対策事業（学校給食費）など全11事業で、令和４

年度東大和市一般会計補正予算第10号及び第11号において繰越明許費を設定したものであります。 

  それでは、繰越しの内容につきまして御説明を申し上げます。 

  最初に、款項の１つ目として、第２款総務費、第１項総務管理費であります。 

  １件目は、市民会館空調機器更新工事実施設計委託で、翌年度繰越額は914万4,000円、繰越しに必要な財源

は一般財源で、同額であります。 

  ２件目は、市民会館照明設備等改修工事実施設計委託で、翌年度繰越額は295万7,000円、繰越しに必要な財

源は一般財源で、同額であります。 

  ３件目は、南街市民センター空調及び照明設備更新工事実施設計委託で、翌年度繰越額は485万3,000円、繰

越しに必要な財源は一般財源で、同額であります。 

  ４件目は、桜が丘市民センター空調及び照明設備更新工事実施設計委託で、翌年度繰越額は642万6,000円、

繰越しに必要な財源は一般財源で、同額であります。 

  款項の２つ目として、第４款衛生費、第１項保健衛生費であります。 

  １件目は、保健事業費における出産・子育て応援事業で、翌年度繰越額は513万9,728円、繰越しに必要な財

源は、未収入特定財源の国庫支出金342万5,000円、都支出金171万4,728円であります。 

  ２件目は、出産・子育て応援事業で、翌年度繰越額は１億1,047万円、繰越しに必要な財源は、未収入特定
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財源の国庫支出金7,364万5,000円、都支出金3,682万5,000円であります。 

  款項の３つ目として、第10款教育費、第４項社会教育費であります。 

  １件目は、郷土博物館空調設備更新工事実施設計委託で、翌年度繰越額は1,337万8,000円、繰越しに必要な

財源は一般財源で、同額であります。 

  ２件目は、郷土博物館照明設備等改修工事実施設計委託で、翌年度繰越額は231万8,000円、繰越しに必要な

財源は一般財源で、同額であります。 

  款項の４つ目として、第10款教育費、第５項保健体育費であります。 

  １件目は、市民体育館空調熱源設備更新工事実施設計委託で、翌年度繰越額は692万9,000円、繰越しに必要

な財源は一般財源で、同額であります。 

  ２件目は、市民体育館照明設備等改修工事実施設計委託で、翌年度繰越額は257万4,000円、繰越しに必要な

財源は一般財源で、同額であります。 

  ３件目は、新型コロナウイルス感染症対策事業費（学校給食費）で、翌年度繰越額は3,315万7,000円、繰越

しに必要な財源は、未収入特定財源の国庫支出金3,000万円、一般財源315万7,000円であります。 

  説明は以上であります。よろしくお願い申し上げます。 

〔副市長 小島昇公君 降壇〕 

○議長（東口正美君） 報告が終わりました。 

  質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  以上で、第４号報告を終了いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第 ７ 第 ３号同意 東大和市農業委員会委員の任命について 

日程第 ８ 第 ４号同意 東大和市農業委員会委員の任命について 

日程第 ９ 第 ５号同意 東大和市農業委員会委員の任命について 

日程第１０ 第 ６号同意 東大和市農業委員会委員の任命について 

日程第１１ 第 ７号同意 東大和市農業委員会委員の任命について 

日程第１２ 第 ８号同意 東大和市農業委員会委員の任命について 

日程第１３ 第 ９号同意 東大和市農業委員会委員の任命について 

日程第１４ 第１０号同意 東大和市農業委員会委員の任命について 

日程第１５ 第１１号同意 東大和市農業委員会委員の任命について 

日程第１６ 第１２号同意 東大和市農業委員会委員の任命について 

日程第１７ 第１３号同意 東大和市農業委員会委員の任命について 

日程第１８ 第１４号同意 東大和市農業委員会委員の任命について 

日程第１９ 第１５号同意 東大和市農業委員会委員の任命について 

日程第２０ 第１６号同意 東大和市農業委員会委員の任命について 
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日程第２１ 第１７号同意 東大和市農業委員会委員の任命について 

○議長（東口正美君） 日程第７ 第３号同意 東大和市農業委員会委員の任命についてから日程第21 第17号

同意 東大和市農業委員会委員の任命についてまでの15議案を一括議題に供します。 

  提案理由の説明を求めます。 

〔市 長 和地仁美君 登壇〕 

○市長（和地仁美君） ただいま一括議題となりました第３号同意から第17号同意まで、東大和市農業委員会委

員の任命、計15議案につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

  本案は、現委員の任期が令和５年７月19日をもちまして満了となりますことから、農業委員会等に関する法

律第８条第１項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 

  御提案申し上げました15人は、東大和市農業委員会委員の選任手続に関する規則第７条に規定する候補者評

価委員会からの意見を踏まえ、委員に任命することが適当であると認められることから、御提案申し上げるも

のです。 

  なお、氏名、生年月日、住所につきましては、お手元の議案書に記載のとおりであります。 

  よろしく御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 

〔市 長 和地仁美君 降壇〕 

○議長（東口正美君） 説明が終わりました。 

  質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第３号同意から第17号同意までの15議案につきましては、会議規則第36条第３項の規定により、委員会付託

を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、委員会付託を省略いたします。 

  お諮りいたします。 

  討論を省略して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、討論を省略いたします。 

  採決いたします。 

  第３号同意 東大和市農業委員会委員の任命について、本案を同意と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 採決いたします。 

  第４号同意 東大和市農業委員会委員の任命について、本案を同意と決することに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 採決いたします。 

  第５号同意 東大和市農業委員会委員の任命について、本案を同意と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 採決いたします。 

  第６号同意 東大和市農業委員会委員の任命について、本案を同意と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 採決いたします。 

  第７号同意 東大和市農業委員会委員の任命について、本案を同意と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 採決いたします。 

  第８号同意 東大和市農業委員会委員の任命について、本案を同意と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 採決いたします。 

  第９号同意 東大和市農業委員会委員の任命について、本案を同意と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 採決いたします。 

  第10号同意 東大和市農業委員会委員の任命について、本案を同意と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 採決いたします。 

  第11号同意 東大和市農業委員会委員の任命について、本案を同意と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 採決いたします。 

  第12号同意 東大和市農業委員会委員の任命について、本案を同意と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 採決いたします。 

  第13号同意 東大和市農業委員会委員の任命について、本案を同意と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 採決いたします。 

  第14号同意 東大和市農業委員会委員の任命について、本案を同意と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 採決いたします。 

  第15号同意 東大和市農業委員会委員の任命について、本案を同意と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 採決いたします。 

  第16号同意 東大和市農業委員会委員の任命について、本案を同意と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 採決いたします。 

  第17号同意 東大和市農業委員会委員の任命について、本案を同意と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第２２ 第１８号同意 東大和市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（東口正美君） 日程第22 第18号同意 東大和市固定資産評価審査委員会委員の選任について、本案を

議題に供します。 

  提案理由の説明を求めます。 

〔市 長 和地仁美君 登壇〕 

○市長（和地仁美君） ただいま議題となりました第18号同意 東大和市固定資産評価審査委員会委員の選任に
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つきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

  本案は、東大和市固定資産評価審査委員会委員のうち、町田務委員の任期が令和５年７月22日をもちまして

満了になることに伴い、後任の委員を選任することについて、地方税法第423条第３項の規定によりまして議

会の同意を求めるものでございます。 

  御提案申し上げました柚木行夫氏は、昭和47年から平成26年３月まで東大和市役所に勤務し、このうち12年

以上を土地区画整理の業務において土地の評価等に携わっております。 

  このことから、豊富な行政経験を有し、人望も厚い柚木行夫氏が適任と考え、東大和市固定資産評価審査委

員会委員として選任いたしたく、ここに御提案申し上げる次第であります。 

  なお、生年月日、住所につきましては、お手元の議案書に記載のとおりであります。 

  よろしく御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 

〔市 長 和地仁美君 降壇〕 

○議長（東口正美君） 説明が終わりました。 

  質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は会議規則第36条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、委員会付託を省略いたします。 

  お諮りいたします。 

  討論を省略して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、討論を省略いたします。 

  採決いたします。 

  第18号同意 東大和市固定資産評価審査委員会委員の選任について、本案を同意と決することに御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を同意と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第２３ 第３２号議案 専決処分の承認について 

○議長（東口正美君） 日程第23 第32号議案 専決処分の承認について、本案を議題に供します。 

  提案理由の説明を求めます。 

〔副市長 小島昇公君 登壇〕 

○副市長（小島昇公君） ただいま議題となりました第32号議案 専決処分の承認につきまして、提案理由並び
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に内容の御説明を申し上げます。 

  専決処分をさせていただきましたのは、東大和市税条例の一部を改正する条例であります。 

  本年３月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布され、同年４月１日から施行されましたことから、

地方自治法第179条第１項の規定により同年３月31日に専決処分をさせていただきました。 

  このため、本議会において同条第３項の規定に基づき報告し、承認を求めるものであります。 

  主な改正点といたしましては、３点ございます。 

  １点目は、法人市民税等の納付に係る規定の整備を行うものであります。 

  ２点目は、固定資産税における地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に関し、地方税法の改

正に伴い生じた条項ずれにつきまして、条例の規定の整備を行うものであります。 

  ３点目は、軽自動車税の種別割税率の特例に係る規定の整備等を行うものであります。 

  それでは、内容につきまして御説明申し上げます。 

  第41条、第43条、第43条の２、第84条及び第88条の各規定の改正は、地方税法施行規則の様式の追加に伴い、

条例においても規定の整備を行うものであります。 

  付則第10条の２の改正は、固定資産税における地域決定型地方税制特例措置につきまして、地方税法の改正

に伴い、引用する条項ずれの整理等を行うものであります。 

  付則第10条の４の改正は、平成28年熊本地震に係る固定資産税の特例につきまして、地方税法の改正に伴い、

適用期間を延長するものであります。 

  付則第10条の５の改正は、平成30年７月豪雨に係る固定資産税の特例につきまして、付則第10条の４と同様

に、地方税法の改正に伴い、適用期間を延長するものであります。 

  付則第16条の改正は、軽自動車税の種別割のグリーン化特例につきまして、地方税法の改正に伴い、適用期

間の延長を行うものであります。 

  付則第16条の２の改正は、付則第16条の改正に伴う規定の整備であります。 

  付則第18条の８から付則第18条の12までの改正は、都市計画税における地域決定型地方税制特例措置につき

まして、地方税法の改正に伴い生じた条項ずれにつきまして、条例の規定の整理を行うものであります。 

  最後に、附則であります。 

  附則第１条は、施行期日の規定で、条例の施行日を令和５年４月１日とするものであります。 

  附則第２条、附則第３条及び附則第４条は、それぞれ固定資産税、軽自動車税、都市計画税に関する経過措

置の規定で、この条例による改正後の規定の適用区分を定めるものであります。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

〔副市長 小島昇公君 降壇〕 

○議長（東口正美君） 説明が終わりました。 

  質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 
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  本案は会議規則第36条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、委員会付託を省略いたします。 

  討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 

  第32号議案 専決処分の承認について、本案を承認と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を承認と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第２４ 第３３号議案 専決処分の承認について 

○議長（東口正美君） 日程第24 第33号議案 専決処分の承認について、本案を議題に供します。 

  提案理由の説明を求めます。 

〔副市長 小島昇公君 登壇〕 

○副市長（小島昇公君） ただいま議題となりました第33号議案 専決処分の承認につきまして、提案理由並び

に内容の御説明を申し上げます。 

  専決処分をさせていただきましたのは、東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。 

  本年３月31日に地方税法施行令の一部を改正する政令が公布され、同年４月１日から施行されましたことか

ら、地方自治法第179条第１項の規定により、同年３月31日に専決処分をさせていただきました。 

  このため、本議会において同条第３項の規定に基づき報告し、承認を求めるものであります。 

  主な改正点といたしましては、２点ございます。 

  １点目は、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の引上げに伴い、中間所得者層の保険税負担を軽減

するため、後期高齢者支援金等課税額の所得割額を引き下げるものであります。 

  ２点目は、国民健康保険税の軽減措置につきまして、均等割額の５割軽減及び２割軽減の対象となる世帯の

軽減判定基準所得額をそれぞれ引き上げるものであります。 

  それでは、内容につきまして御説明申し上げます。 

  第２条第３項は、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額の規定でありますが、「20万円」を「22万円」に

改めるものであります。 

  第７条は、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額の規定でありますが、第２

条第３項における課税限度額の改正に伴い、中間所得者層の保険税負担を軽減するため、所得割額算定に用い

る、基礎控除後の総所得金額等に乗じる税率を「100分の2.52」から「100分の2.50」に改めるものであります。 

  第23条は、国民健康保険税の減額の規定であります。 

  第２条第３項における課税限度額の改正に合わせて「20万円」を「22万円」に改めるとともに、低所得者層
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に対する軽減措置の拡充を図るため、世帯の軽減判定基準所得額を５割軽減につきましては「28万5,000円」

を「29万円」に、２割軽減につきましては「52万円」を「53万5,000円」に改めるものであります。 

  最後に、附則であります。 

  附則第１項は、条例の施行日を令和５年４月１日とするものであります。 

  附則第２項は、国民健康保険税に関する経過措置の規定で、改正後の条例の規定は、令和５年度以後の年度

分の国民健康保険税に適用することを定めるものであります。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

〔副市長 小島昇公君 降壇〕 

○議長（東口正美君） 説明が終わりました。 

  質疑を行います。 

○１８番（佐竹康彦君） それでは、２点ほど確認をさせていただきます。 

  １点目が、後期高齢者支援等課税額の課税限度額の引上げに伴い、中間所得者層の負担軽減策としてこの所

得割税率を0.02ポイント引き下げるということでありますけれども、今回の引下げの対象となる人数と軽減の

効果額、全体の額、また個々１人当たりの額はどのようになっているのか伺います。 

  ２点目といたしまして、国民健康保険税の均等割額の低所得者向けの５割、２割の軽減につきまして、対象

世帯の軽減判定所得を引き上げるということでございますけれども、その対象世帯はどのくらいになるのか、

またこの軽減措置によります影響額はどのくらいなのか、この点について伺います。 

  以上です。 

○保険年金課長（吾郷真利君） １点目の御質問ですが、引下げの対象となる人数は約8,000人で、軽減の効果

額は全体で約500万円と見込んでおります。１人当たりの額については、概数から平均額を算出しますと約625

円となっております。 

  ２点目の御質疑ですが、軽減判定所得の引上げによる影響世帯につきましては約70世帯です。影響額は約

190万円減額になると見込んでおります。 

  以上です。 

○７番（上林真佐恵君） ３点伺います。 

  後期高齢者支援金等課税額の課税限度額、20万円から22万円に引き上げられて、先ほども御質疑ありました

けども、影響を受ける所得の階層について具体的にどの程度の所得の方が対象となるのか、例えば40代御夫婦

でお子さんお二人、夫の給与所得のみとした場合で教えてください。 

  次に、この後期高齢者支援金等課税額の所得割税率、2.52％から2.50％に引き下げられたということですけ

れども、令和４年度の所得割税率がどうだったのか、また国保税の当市６年間で連続の値上げを行いましたけ

れども、これを行う前の所得割税率、幾らか、数字をそれぞれ教えてください。 

  それから、均等割額の低所得者向けの５割軽減及び２割軽減について、今およそ70世帯ということで御答弁

あったと思うんですけれども、新たに２割軽減、５割軽減の対象となる世帯それぞれ、この内訳を教えていた

だければと思います。 

○保険年金課長（吾郷真利君） まず１点目の御質疑ですが、40代の夫婦で小学生の子供２人の世帯として仮定

し、世帯の収入が主たる生計維持者の給与所得のみとした場合でありますが、改正後の内容で限度額に達する

所得は、後期高齢者支援金等課税額で約726万円と見込んでおります。 
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  ２点目の御質疑ですが、令和４年度の後期高齢者支援金等課税額の所得割税率は2.35％、平成29年度の税率

は1.68％となっております。 

  ３点目の御質疑についてです。 

  今回の軽減判定所得の引上げによりまして新たに２割軽減の対象となりますのは46世帯、また２割軽減から

５割軽減の対象となりますのは24世帯と見込んでおります。 

  以上です。 

○議長（東口正美君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は会議規則第36条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、委員会付託を省略いたします。 

  討論を行います。 

〔７ 番 上林真佐恵君 登壇〕 

○７番（上林真佐恵君） 議席番号７番、上林真佐恵です。日本共産党東大和市議団を代表し、第33号議案 専

決処分の承認に賛成の立場で討論を行います。 

  党市議団は、市が行った国民健康保険税の６年間連続値上げに一貫して反対し、引下げや減免策を繰り返し

求めてきました。地方税法の改正により国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額の課税限度額が20万円か

ら22万円に引き上げられたことに伴い、所得割税率が2.52％から2.50％に引き下げられたということですが、

そもそもは今年度も国保税を値上げした上で行われたものであり、後期高齢者支援金等課税額の所得割税率は

昨年度と比較しても2.35％から2.50％への値上げ、６年間連続値上げ前、平成29年度からの比較では1.68％か

ら2.50％と大幅な負担増となっています。 

  また、今回の課税限度額の引上げ対象となる世帯は、40代、４人家族でいえば、所得約726万円からの世帯

であり、決して富裕層とは言えない世帯にさらなる増税が課せられることになります。 

  日本共産党市議団は、市が東京都内でも先行して６年間連続値上げを進めてきたことに改めて反対の立場を

示すとともに、多摩26市でトップクラスに高い当市の国民健康保険税の引下げを行うことを強く求めるもので

す。 

  しかしながら、均等割額の５割軽減及び２割軽減については、対象世帯の軽減判定所得が引き上げられるこ

とにより、新たに５割軽減、２割軽減の対象となる世帯が増えることは歓迎します。 

  このことから、本専決処分の承認に賛成し、討論といたします。 

〔７ 番 上林真佐恵君 降壇〕 

○議長（東口正美君） 討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 
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  第33号議案 専決処分の承認について、本案を承認と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を承認と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第２５ 第３４号議案 専決処分の承認について 

○議長（東口正美君） 日程第25 第34号議案 専決処分の承認について、本案を議題に供します。 

  提案理由の説明を求めます。 

〔副市長 小島昇公君 登壇〕 

○副市長（小島昇公君） ただいま議題となりました第34号議案 専決処分の承認につきまして、提案理由並び

に内容の御説明を申し上げます。 

  専決処分をいたしましたのは、令和５年度東大和市一般会計補正予算（第１号）であります。 

  補正予算を編成することとなりました理由でありますが、６月４日から新型コロナウイルスワクチンの集団

接種を円滑に開始するに当たり、75歳以上の市民の方を対象に、ワクチン接種会場への移動支援としてタクシ

ー利用時の費用の一部を助成すること及び集団接種会場に従事する看護師等に係る傷害保険料が必要になった

こと、新型コロナウイルス感染症対策として、高齢者施設や障害者施設におけるＰＣＲ検査及び抗原検査の実

施に係る費用を補助すること、食費等の物価高騰に直面し影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し特別給

付金を支給することについて、歳入歳出予算の補正が必要となったことによるものであります。 

  以上の理由によりまして、今回の補正予算につきましては、それぞれの取組について一日でも早く対応する

ため、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、令和５年４月

14日に専決処分をさせていただいたものであります。 

  このため、本議会におきまして同条第３項の規定に基づき御報告し、承認を求めるものであります。 

  それでは、補正予算の内容につきまして御説明を申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開きいただきたいと存じます。 

  第１条は歳入歳出予算の補正で、第１項は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億6,466万3,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ341億7,266万3,000円とするものであります。 

  第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

第１表歳入歳出予算補正によるものであります。 

  ２ページをお開きいただきたいと存じます。 

  第１表歳入歳出予算補正につきまして御説明を申し上げます。 

  １の歳入であります。 

  第15款の国庫支出金は１億5,342万7,000円の増額で、子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金及び事業

費補助金の計上並びに新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金の増額であります。 

  第16款の都支出金は675万6,000円の増額で、区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金の計

上であります。 

  第19款の繰入金は448万円の増額でありますが、財政調整基金とりくずしの増額であります。 

  ３ページを御覧ください。 

  ２の歳出であります。 
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  第３款の民生費は１億6,412万5,000円の増額で、地域包括ケア推進課、介護保険課及び障害福祉課におけま

す新型コロナウイルス感染症対策事業費の計上及び増額並びに子育て世帯生活支援特別給付金事業費の計上に

よるものであります。 

  第４款の衛生費は53万8,000円の増額でありますが、新型コロナウイルス感染症対策事業費の増額によるも

のであります。 

  以上でありますが、事項別明細書につきましては説明を省略させていただきたいと存じます。よろしくお願

い申し上げます。 

〔副市長 小島昇公君 降壇〕 

○議長（東口正美君） 説明が終わりました。 

  質疑を行います。 

○１７番（木戸岡秀彦君） それでは、２点ほど質疑をさせていただきます。 

  予算書の13ページ、補正予算、新型コロナウイルス感染症対策事業費の先ほどお話をされました75歳以上を

対象としたワクチン接種会場までの送迎タクシーの助成金についてでありますけれども、これまでの対象者に

対する利用状況についてお伺いいたします。また、今回の対象者人数についてもお伺いをいたします。 

  続きまして、補正予算の15ページ、子育て世帯生活支援特別給付金事業費についてでありますけども、これ

に関して対象世帯についてお伺いをいたします。また、直近で大きく収入が減少した世帯をどの程度見込んで

いるのか、また手続についてはどのように行うのかお伺いいたします。 

  以上です。 

○地域包括ケア推進課長（石嶋洋平君） 補正予算書13ページ、新型コロナウイルス感染症対策事業費、送迎タ

クシー助成金についてでありますが、75歳以上の高齢者のワクチン接種率の向上と高齢者福祉の増進を目的と

し、対象となる方のワクチン接種券の送付の際にタクシー券500円券を２枚同封し、送付をするものでありま

す。 

  これまでの対象者に対する利用状況につきましては、１・２回目接種実施時期においては約5,500枚、３回

目接種、４回目接種、５回目接種時期においては、約4,000枚の実績がありました。75歳以上の高齢者数が約

１万2,500人でありますことから、使用率といたしましては約16％から23％でありました。 

  今回の対象者の人数につきましては、75歳以上の高齢者のうち、初回接種、１・２回目接種になりますが、

初回接種済みの方、約１万300人で、そのうち２割の方がタクシー券を利用されると見込んでおります。 

  以上でございます。 

○子育て支援課長（新海隆弘君） 補正予算書15ページ、子育て世帯生活支援特別給付金事業費についてでござ

いますが、対象世帯についてですが、ひとり親世帯につきましては、令和５年３月分の児童扶養手当受給者や

公的年金等を受け取っていることで児童扶養手当を受給していない方、物価高騰の影響を受け令和５年１月以

降の収入が児童扶養手当の支給要件と同様の水準まで家計が急変した方であります。 

  ひとり親世帯以外の対象世帯につきましては、令和４年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金の支給対

象者や、令和５年３月31日時点で18歳未満の児童を養育する方で令和５年度市町村民税均等割非課税の方、ま

たは物価高騰の影響を受け令和５年１月以降の収入が市町村民税均等割非課税と同様の水準まで家計が急変し

た方となっております。 

  物価高騰の影響を受け家計が急変した世帯の見込数でございますが、330世帯程度と見込んでおります。 
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  受給の手続につきましては、児童扶養手当受給者及び令和４年度給付金受給者につきましては申請不要で、

市から支給のお知らせを送付後、口座へ振り込みます。そのほかの方につきましては申請が必要となります。

申請書は市窓口または市公式ホームページからダウンロードで入手することが可能となっております。 

  以上です。 

○７番（上林真佐恵君） それでは、お伺いします。 

  補正予算書13ページ、新型コロナウイルス感染症対策事業費、５類への移行後もタクシー券の助成や高齢・

障害施設へのＰＣＲ検査及び抗原検査の実施は必要な対策だというふうに思うんですが、一方で埼玉県や福岡

県でコロナの集団感染により学校が休校になるなどの報道もあり、小・中学校や保育園・幼稚園、学童保育な

どでも今後も市として必要なコロナ対策を講じる必要があると思うんですが、検査体制など現状どのようにな

っているのか、また今後の対応について伺います。 

  次に、補正予算書15ページの子育て世帯生活支援特別給付金事業費のことで、もうこれは専決処分されてい

るということだったので、申請を必要としない世帯についてはいつ支給、振り込みがされたのか伺いたいのと、

それから、大きく収入が減少し家計が急変した世帯への手続について、申請書をホームページからダウンロー

ドとかっていうことが御答弁あったんですけれども、申請漏れがないように周知を徹底して手続などの御案内

をしていただきたいんですが、そのあたりどのようになっているのか伺います。 

○教育部参事（小野隆一君） 補正予算書13ページ、新型コロナウイルス感染症対策事業費、小・中学校の検査

体制の現状につきましては、基本的対処方針及びガイドラインの廃止に伴い、５月８日以降、日常における基

本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることが基本となっており、検査体制

については特段の対応はございません。 

  今後の対応につきましても、国や都の対応方針にのっとり進めてまいります。 

  以上でございます。 

○保育課長（石川正憲君） 保育園・幼稚園におきましては、これまで抗原検査やＰＣＲ検査に関しまして市内

の保育施設等と情報共有を図り、対応をしておりました。また、日常における基本的な感染対策につきまして

は個人の判断に委ねることが基本となっていることから、手指消毒や検温など、必要に応じて各保育施設等に

おいて対応をしております。 

  今後につきましても、国や都の対応方針などについて市内の保育施設等と情報共有を図り、進めてまいりま

す。 

  以上でございます。 

○青少年課長（石川博隆君） 学童保育所におきましては、現状では抗原検査ですとかＰＣＲ検査に関しまして、

これまでも受託事業者のほうに情報提供をしてございましたけれども、５類へ移行となりました今後につきま

しても、国や都の方針に沿う方向で対応を考えております。また、換気や手指消毒といいました基本的な対策

につきましては、引き続き継続してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○子育て支援課長（新海隆弘君） 補正予算書15ページ、子育て世帯生活支援特別給付金事業費でございますが、

申請不要のプッシュ式による支給が可能な方のうち、ひとり親世帯の方については５月29日、ひとり親世帯以

外の方へは６月２日に既に支給をしております。 

  申請が必要な家計急変世帯の方につきましては、市報や市公式ホームページで周知をしているほかに、児童
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扶養手当の申請に来た方には窓口で制度を御案内したり、令和５年度非課税世帯の方で本給付金を未受給の方

には個別に勧奨するなど、申請に漏れがないように周知に努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（東口正美君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は会議規則第36条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、委員会付託を省略いたします。 

  討論を行います。 

〔７ 番 上林真佐恵君 登壇〕 

○７番（上林真佐恵君） 議席番号７番、上林真佐恵です。日本共産党東大和市議団を代表し、第34号議案 専

決処分の承認に賛成の立場で討論を行います。 

  専決処分された補正予算（第１号）でコロナワクチン接種会場へのタクシー券の助成や高齢・障害施設への

ＰＣＲ検査及び抗原検査の実施に係る経費が計上されています。接種会場への移動支援や高齢・障害施設への

ＰＣＲ等検査については、党市議団としても市長申入れや一般質問等で繰り返し求めてきたことであり、歓迎

します。 

  新型コロナの感染症法上の位置づけが５類になりましたが、感染力や感染時の症状が軽くなるわけではあり

ません。全国では学校での集団感染による休校の事例もあり、引き続き小・中学校や学童保育所、保育園・幼

稚園等での検査等を市として行うなど必要な対策を求めます。 

  低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金については、大きく収入が減少した家計急変世

帯に対して申請漏れがないよう周知を徹底することを求め、賛成討論といたします。 

〔７ 番 上林真佐恵君 降壇〕 

○議長（東口正美君） 討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 

  第34号議案 専決処分の承認について、本案を承認と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を承認と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第２６ 第３５号議案 東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

             一部を改正する条例 

日程第２７ 第３６号議案 東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基 

             準を定める条例の一部を改正する条例 
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○議長（東口正美君） 日程第26 第35号議案 東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例、日程第27 第36号議案 東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上２議案を一括議題に供します。 

  提案理由の説明を求めます。 

〔副市長 小島昇公君 登壇〕 

○副市長（小島昇公君） ただいま議題となりました第35号議案 東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第36号議案 東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに内容の御説明を

申し上げます。 

  今回の２議案は、こども家庭庁設置法等の施行に伴い、引用している厚生労働省令である児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準に一部改正がありましたことから、整合を図るため、本条例の一部改正を御提案申し

上げるものであります。 

  内容につきまして御説明申し上げます。 

  初めに、第35号議案 東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例でありますが、第27条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改めるものであります。 

  附則でありますが、条例の施行日を公布の日とするものであります。 

  次に、第36号議案 東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例でありますが、第16条第１項第４号及び第46条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」

に改めるものであります。 

  附則でありますが、条例の施行日を公布の日とするものであります。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

〔副市長 小島昇公君 降壇〕 

○議長（東口正美君） 説明が終わりました。 

  質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第35号議案と第36号議案につきましては、会議規則第36条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、委員会付託を省略いたします。 

  討論を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 

  第35号議案 東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、

本案を原案どおり可決と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、よって、本案を原案どおり可決と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 採決いたします。 

  第36号議案 東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例、本案を原案どおり可決と決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、本案を原案どおり可決と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第２８ 第３８号議案 東大和市民会館の指定管理者の指定について 

○議長（東口正美君） 日程第28 第38号議案 東大和市民会館の指定管理者の指定について、本案を議題に供

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

〔副市長 小島昇公君 登壇〕 

○副市長（小島昇公君） ただいま議題となりました第38号議案 東大和市民会館の指定管理者の指定につきま

して、提案理由並びに内容の御説明を申し上げます。 

  東大和市民会館につきましては、地方自治法第244条の２の規定に基づく指定管理者制度を平成21年４月１

日から導入し、指定管理者による施設の管理運営を行ってまいりました。 

  東大和市民会館の現在の指定管理者の指定の期間が令和６年３月31日までとなっていることから、改めて東

大和市民会館条例第16条の規定に基づきまして、当該施設の管理、運営を行う指定管理者を公募し、選定いた

しました。 

  その結果、次に申し上げます団体を指定管理者として指定いたしたく、地方自治法第244条の２第６項及び

東大和市民会館に関する条例第16条第４項の規定に基づきまして御提案申し上げるものであります。 

  それでは、内容につきまして御説明申し上げます。 

  １の指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、東大和市民会館であります。 

  ２の指定管理者となる団体の名称、所在地及び代表者は、株式会社コンベンションリンケージ、東京都千代

田区三番町２番地、代表取締役、平位博昭であります。 

  ３の指定の期間は、令和６年４月１日から令和11年３月31日までの５年間であります。 

  なお、選定に当たりましては、東大和市指定管理者選定委員会により、応募団体の２団体を第１次審査通過

団体といたしました。その後、第２次審査を実施し、指定管理者候補者を選定したものであります。 

  なお、議案資料といたしまして、東大和市民会館の指定管理業務に関する基本協定書（原案）、基本事業計

画書、収支予算書を御配付しております。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 
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〔副市長 小島昇公君 降壇〕 

○議長（東口正美君） 説明が終わりました。 

  質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  本案は会議規則第36条第１項の規定により、厚生文教委員会に審査を付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第２９ 第３７号議案 令和５年度東大和市一般会計補正予算（第２号） 

○議長（東口正美君） 日程第29 第37号議案 令和５年度東大和市一般会計補正予算（第２号）、本案を議題

に供します。 

  提案理由の説明を求めます。 

〔副市長 小島昇公君 登壇〕 

○副市長（小島昇公君） ただいま議題となりました第37号議案 令和５年度東大和市一般会計補正予算（第２

号）につきまして、提案理由並びに内容の御説明を申し上げます。 

  令和５年度の予算執行が始まって間もない時期ではありますが、市民会館など公共施設の空調及び照明設備

等更新工事に係る経費、国から示された住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金を対象者の拡充及び金額を

上乗せして実施するための経費、保育所等における送迎バスの置き去り防止や午睡時の事故防止等に係る補助

金、新型コロナウイルスワクチンの追加接種等に係る経費及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金を活用した、物価高騰に対する各事業費の計上など、歳入歳出予算の補正が必要となりますことから、御

提案申し上げるものであります。 

  それでは、内容につきまして御説明を申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開きいただきたいと存じます。 

  第１条は歳入歳出予算の補正で、第１項は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13億383万2,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ354億7,649万5,000円とするものであります。 

  第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

第１表歳入歳出予算補正によるものであります。 

  第２条は債務負担行為の補正で、債務負担行為の追加及び変更は第２表債務負担行為補正によるものであり

ます。 

  第３条は地方債の補正で、地方債の追加及び変更は第３表地方債補正によるものであります。 

  次に、２ページの第１表歳入歳出予算補正でありますが、ここでは各款におけます主な補正項目の御説明と

させていただきます。 

  １の歳入であります。 

  第15款の国庫支出金は８億3,747万8,000円の増額で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の

計上及び新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金の増額等であります。 

  第16款の都支出金は8,681万6,000円の増額で、保育所や私立幼稚園等における送迎バス等安全対策支援事業
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費補助金の計上等であります。 

  第19款の繰入金は３億2,557万4,000円の増額で、財政調整基金とりくずしの増額であります。 

  第21款の諸収入は2,496万4,000円の増額で、デジタル基盤改革支援補助金等の計上であります。 

  第22款の市債は2,900万円の増額で、市民会館及び南街市民センターの空調及び照明設備等更新事業債の増

額並びに市民会館非常用発電設備更新事業債の計上であります。 

  ３ページをお開きいただきたいと存じます。 

  ２の歳出であります。 

  第２款の総務費は３億4,987万2,000円の増額で、福祉関係返還金の計上及び庁舎管理費の増額等であります。 

  第３款の民生費は５億2,624万4,000円の増額で、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費及び保

育環境改善等事業費の計上等であります。 

  第４款の衛生費は３億6,381万1,000円の増額で、新型コロナウイルス感染症対策事業費の増額及びもうすぐ

ママ応援給付金事業費の計上等であります。 

  第７款の商工費は34万円の増額で、消費者保護対策事業費の増額であります。 

  第10款の教育費は6,356万5,000円の増額で、体育施設運営費の増額及び新型コロナウイルス感染症対策事業

費の計上等であります。 

  ４ページを御覧ください。 

  第２表債務負担行為補正であります。 

  １の追加でありますが、１つ目は包括施設管理業務委託で、期間につきましては令和５年度から令和10年度

までとし、限度額は16億5,395万5,000円であります。 

  下から４つ目は、第二小学校エレベーター改修工事で、期間につきましては令和６年度とし、限度額は351

万8,000円であります。 

  残る９件につきましては、各公共施設におけます空調及び照明設備等更新工事に係る監理委託または実施設

計委託で、期間及び限度額につきましては記載のとおりであります。 

  ５ページをお開きください。 

  ２の変更であります。 

  各公共施設におけます空調及び照明設備等更新工事について、いずれも空調機器の環境性能に係る認証を受

けることにより、より一層の省エネルギー化の推進並びに有効な地方債を活用するに当たり工事価格が増額し

たことなどに伴い、限度額を補正するものであります。 

  ６ページを御覧ください。 

  第３表地方債補正で、１の追加であります。 

  公共施設の老朽化対策に係る借入れで、起債の目的は、市民会館非常用発電設備更新事業、限度額は630万

円であります。 

  なお、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、それぞれ記載のとおりであります。 

  次に、２の変更であります。 

  １つ目の市民会館空調及び照明設備等更新事業は、限度額を7,050万円から8,490万円に、２つ目の南街市民

センター空調及び照明設備更新事業は、限度額を3,240万円から4,070万円に増額するものでありますが、対象

事業費の増に伴うものであります。 
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  以上でありますが、事項別明細書につきましては企画財政部長から説明いたしますので、よろしくお願い申

し上げます。 

〔副市長 小島昇公君 降壇〕 

○企画財政部長（神山 尚君） それでは、補正予算事項別明細書につきまして御説明申し上げます。 

  ９ページをお開きください。 

  初めに、歳入につきまして御説明申し上げます。 

  15款国庫支出金は８億3,747万8,000円の増額であります。 

  １項国庫負担金、２目衛生費国庫負担金、１節保健衛生費負担金は１億6,786万8,000円の増額でありますが、

ワクチンの追加接種に係る新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金の増額であります。 

  ２項国庫補助金は６億6,961万円の増額であります。 

  １目総務費国庫補助金は４億7,979万円の増額であります。 

  １節総務管理費補助金は382万4,000円の減額でありますが、歳入予算の組替えに伴いますマイナポイント事

業費補助金の減額であります。 

  ２節戸籍住民基本台帳費補助金は804万7,000円の増額でありますが、国のマイナポイント第２弾の事業期間

の再延長及び予算の組替えに伴います個人番号カード交付事務費補助金の増額であります。 

  ３節新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は４億7,556万7,000円の増額でありますが、電力・

ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の限度額が示されたこと等に伴う国庫補助金の計上であります。 

  ２目民生費国庫補助金、２節児童福祉費補助金は1,254万円の増額でありますが、保育所等におけます送迎

バスの安全装置や午睡時の事故防止などの安全対策に対する保育対策総合支援事業費補助金の増額であります。 

  ３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金は１億7,337万円の増額でありますが、ワクチンの追加接種

に係る新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金の増額であります。 

  ７目教育費国庫補助金、１節教育総務費補助金は393万7,000円の増額でありますが、ＧＩＧＡスクールの運

営支援に係る公立学校情報機器整備費補助金の計上であります。 

  ８目デジタル田園都市国家構想交付金は２万7,000円の減額でありますが、内示額が示されたこと等に伴う

国庫補助金の減額であります。 

  11ページをお開きください。 

  16款都支出金は8,681万6,000円の増額であります。 

  ２項都補助金は8,581万6,000円の増額であります。 

  ２目民生費都補助金、２節児童福祉費補助金は6,157万7,000円の増額であります。子育て支援課の子供家庭

支援包括補助事業補助金は30万円の増額でありますが、保育施設におけます学校110番回線のＩＰ網への移行

によるものであります。保育課の３つ目、保育所等における送迎バス等安全対策支援事業補助金は5,846万円

の計上でありますが、保育所等におけます送迎バスの安全装置や午睡時の事故防止などの安全対策に対する都

補助金の増額であります。 

  ８目教育費都補助金は2,423万9,000円の増額であります。 

  １節教育総務費補助金は923万9,000円の増額であります。３つ目の校内別室指導支援員配置事業補助金は

676万円の計上でありますが、校内の別室であれば登校できる児童・生徒の校内別室指導支援員配置事業に係

る都補助金の計上であります。 



 

－35－ 

  ６節幼稚園費補助金は1,500万円の増額であります。私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金も

同額でありますが、私立幼稚園等におけます送迎バスの安全装置や午睡時の事故防止などの安全対策に対する

都補助金の計上であります。 

  ３項委託金、６目教育費委託金、１節教育総務費委託金は100万円の増額でありますが、Ｔｏｋｙｏスポー

ツライフ推進事業委託金の計上であります。 

  13ページをお開きください。 

  19款繰入金、１項基金繰入金、１目１節財政調整基金繰入金は３億2,557万4,000円の増額であります。補正

予算（第２号）の財源調整として財政調整基金とりくずしを増額するものであります。 

  15ページをお開きください。 

  21款諸収入、５項１目１節雑入は2,496万4,000円の増額であります。 

  企画政策課の人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金は280万円の計上でありますが、マタニティ

雑誌等への広告や「出張！なんでも鑑定団ｉｎ東大和」の開催に係る交付金の計上であります。 

  デジタル政策課のデジタル基盤改革支援補助金は2,036万4,000円の計上でありますが、自治体情報システム

の標準化・共通化の導入に伴い必要となるネットワークシステムの整備等に係る地方公共団体情報システム機

構からの補助金の計上であります。 

  地域振興課の自治総合センターコミュニティ助成金は180万円の計上でありますが、自治会の備品購入等に

係る助成金であります。 

  17ページをお開きください。 

  22款１項市債、１目総務債、１節総務管理債は2,900万円の増額であります。１つ目と２つ目の市民会館と

南街市民センターの空調及び照明設備等更新事業債は、それぞれ1,440万円、830万円の増額となっております

が、起債対象事業費の増に伴う増額であります。３つ目の市民会館非常用発電設備更新事業債は630万円の計

上でありますが、財源確保のため、市債を新規計上するものであります。 

  以上のようにいたしまして、歳入の補正予算額は13億383万2,000円の増額で、補正後の予算額は354億7,649

万5,000円となるものであります。 

  19ページをお開きください。 

  次に、歳出につきまして御説明申し上げます。 

  ２款総務費、１項総務管理費は３億4,987万2,000円の増額であります。 

  ６目財産管理費、１の庁舎管理費は2,725万4,000円の増額でありますが、老朽化に伴う庁舎衛生配管設備等

更新工事費の増額及び庁舎食堂業務用炊飯器購入費の計上であります。 

  10目電算管理費は3,187万2,000円の増額であります。１の情報システム管理・運営事業費は2,091万4,000円

の増額でありますが、自治体情報システムの標準化・共通化の導入に伴い必要となるネットワークシステムの

整備等に係る電算機器・システム保守等委託料の増額であります。２の社会保障・税番号制度推進事業費は

1,095万8,000円の増額でありますが、マイナポイント第２弾の事業期間の再延長に伴う社会保障・税番号制度

関連システム修正委託料等の増額であります。 

  11目文化振興費、１の市民会館運営費は2,454万3,000円の増額でありますが、物価高騰等に伴う市民会館空

調及び照明設備等更新工事費の増額等であります。 

  21ページをお開きください。 
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  12目地域振興費、１の市民協働事業費は196万1,000円の増額でありますが、自治会用備品購入費の計上等で

あります。 

  13目市民センター費は218万6,000円の減額であります。５の上北台市民センター管理費は440万5,000円の減

額、７の南街市民センター管理費は920万円の増額、１つ飛ばして10の向原市民センター管理費は438万3,000

円の減額、23ページをお開きください、１つ飛ばしまして13の清原市民センター管理費は376万7,000円の減額

であります。それぞれ主に空調及び照明設備等の更新に係る実施設計委託料及び工事費の補正予算であります。

いずれも空調機器の環境性能に係る認証を受けることにより一層の省エネルギー化の推進を図るとともに、有

利な地方債を活用するに当たり、実施設計委託料につきましては２か年事業となるため、債務負担行為を設定

の上、令和５年度予算については減額となるものであります。また、更新事業費につきましては、物価高騰等

に伴い増額となるものでございます。 

  15目諸費は２億6,642万8,000円の増額で、４の福祉関係返還金も同額の計上でありますが、令和４年度の精

算に伴う福祉関係返還金の計上であります。 

  25ページをお開きください。 

  ３款民生費は５億2,624万4,000円の増額であります。 

  １項社会福祉費は４億2,435万4,000円の増額であります。 

  １目社会福祉総務費、21の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費は３億8,802万2,000円の計上

でありますが、国から示された令和５年度の住民税が非課税となった世帯のほか、家計急変世帯及び住民税所

得割のみ非課税世帯を加えた対象世帯に対し、交付金の積算根拠である３万円に5,000円を上乗せして１世帯

当たり３万5,000円を給付するための経費を計上するものであります。 

  ３目老人福祉費は、2,003万2,000円の増額であります。 

  27ページをお開きください。 

  15の新型コロナウイルス感染症対策事業費は1,960万円の計上でありますが、介護サービス事業所物価高騰

対応助成金の計上であります。 

  ４目障害者福祉費、14の新型コロナウイルス感染症対策事業費は1,630万円の増額でありますが、障害福祉

サービス事業所物価高騰対応助成金の計上であります。 

  ２項児童福祉費は１億189万円の増額であります。 

  ２目児童措置費は１億147万円の増額であります。10の新型コロナウイルス感染症対策事業費は2,830万円の

計上でありますが、保育施設等物価高騰対応助成金の計上であります。11の保育環境改善等事業費は7,100万

円の計上でありますが、送迎バスの安全装置や午睡時の事故防止などの安全対策に対する保育所等における送

迎バス等安全対策支援事業補助金の計上であります。 

  29ページをお開きください。 

  ７目学童保育所費、３の新型コロナウイルス感染症対策事業費は42万円の計上でありますが、物価高騰対策

に係る民間学童保育所補助金の計上であります。 

  31ページをお開きください。 

  ４款衛生費は３億6,381万1,000円の増額であります。 

  １項保健衛生費は３億5,781万6,000円の増額であります。 

  １目保健衛生総務費は1,657万8,000円の増額で、９のもうすぐママ応援給付金事業費も同額の計上でありま
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すが、出産を控える妊婦等の対象者に対し２万円の応援給付金を支給するものであります。 

  ２目予防費は３億4,123万8,000円の増額で、４の新型コロナウイルス感染症対策事業費も同額でありますが、

新型コロナウイルスワクチンの追加接種に係る経費の増額であります。 

  33ページをお開きください。 

  ２項清掃費、１目清掃総務費、２の清掃管理事務費は599万5,000円の増額でありますが、ごみの収集に対す

る問合せについてより円滑な対応を図るためのごみ収集支援システム導入委託料の計上等であります。 

  35ページをお開きください。 

  ７款１項商工費、４目消費経済対策費、１の消費者保護対策事業費は34万円の増額でありますが、会計年度

任用職員の採用に係る特別旅費の減額及び費用弁償の増額であります。 

  37ページをお開きください。 

  10款教育費は6,356万5,000円の増額であります。 

  １項教育総務費、３目教育指導費は816万1,000円の増額であります。11の学校行事・部活動等運営支援事業

費は100万円の増額でありますが、市がＴｏｋｙｏスポーツライフ推進事業の指定地区に選定されたことに伴

う講師謝礼の計上等であります。13の教育センター運営費は676万1,000円の増額でありますが、クラスには入

れませんが校内の別室であれば登校できる児童・生徒に対して、校内サポートルームを設置し校内別室指導支

援員を配置するための会計年度任用職員報酬等の増額であります。 

  15の学力・授業力向上推進事業費は40万円の増額でありますが、学力格差解消推進校として第三中学校が東

京都の指定を受けたことに伴う補助金の計上であります。 

  ２項小学校費、１目学校管理費は243万3,000円の増額であります。 

  39ページをお開きください。 

  ２の小学校環境整備事業費は230万円の増額でありますが、令和４年度に実施を見送った第二小学校エレベ

ーター改修工事につきまして部品調達の見込みが立ったため、当該工事費を計上するものであります。 

  ４項社会教育費は367万円の減額であります。 

  ３目図書館費、１の中央図書館管理費は440万4,000円の減額でありますが、中央図書館空調及び照明設備等

更新工事実施設計委託料の減額であります。空調機器の環境性能に係る認証を受けることにより、一層の省エ

ネルギー化の推進を図るとともに、有利な地方債を活用するため、２か年事業となることから、債務負担行為

を設定の上、減額するものであります。 

  ４目郷土博物館費、１の郷土博物館管理費は73万4,000円の増額でありますが、防火シャッターの修繕に伴

う施設修繕料の増額であります。 

  ５項保健体育費は4,164万1,000円の増額であります。 

  ２目体育施設費、１の体育施設運営費は2,480万円の増額でありますが、部品調達のため、受変電設備工事

を先行発注することに伴う市民体育館空調及び照明設備等更新工事費の増額であります。 

  ３目学校給食費は1,684万1,000円の増額であります。 

  41ページをお開きください。 

  ３の新型コロナウイルス感染症対策事業費は1,563万1,000円の計上でありますが、学校給食食材料費高騰対

応助成金の計上であります。 

  ６項幼稚園費、１目教育振興費、２幼稚園事業費は1,500万円の増額でありますが、送迎バスの安全装置や
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午睡時の事故防止などの安全対策に対する私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金の計上でありま

す。 

  以上のようにいたしまして、歳出の補正予算額は13億383万2,000円の増額で、補正後の予算額は354億7,649

万5,000円となるものであります。 

  以上で説明を終了させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（東口正美君） 説明が終わりました。 

  質疑を行います。 

○１６番（荒幡伸一君） 御説明ありがとうございます。 

  それでは、何点か質疑をさせていただきます。 

  まず補正予算書の９ページ、総務費国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に関し

てでございますけども、今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した物

価高騰対策が主な内容となっていると認識をしております。 

  公明党といたしましても、尾崎前市長と和地新市長に対して様々な観点から物価高騰対策を要望してまいり

ましたが、補正予算を組むに当たってどのような検討がなされたのかお伺いをいたします。 

  次に、補正予算書26ページ、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費についてでございますけど

も、対象者の拡充及び金額の上乗せを行うということでございましたけども、どのような政策判断があったの

か、また具体的に対象となる世帯をどの程度を想定しているのかお伺いをいたします。 

  次に、補正予算書28ページ、介護サービス事業所物価高騰対応助成金及び障害福祉サービス事業所物価高騰

対応助成金についてでございます。 

  助成額等について、介護サービス事業所には１法人当たりの上限設定がないのに対しまして、障害福祉サー

ビス事業所には上限額の設定がなされている、この理由についてお伺いをいたします。 

  次に、補正予算書の28ページ、保育施設等物価高騰対応助成金についてでございます。 

  この間、保育園等からは物価高騰対策についてどのような要望等があったのか、また対象となる施設の数と

交付する金額の配分方法についてお伺いをいたします。 

  同じく補正予算書の28ページ、保育所等における送迎バス等安全対策支援事業補助金と、42ページの私立幼

稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金についてでございます。 

  こちらの具体的な事業内容と、どのような効果があると考えておられるのかお伺いをいたします。 

  最後に、補正予算書の32ページ、もうすぐママ応援給付金事業費についてでございますけども、令和４年度

に実施していただいてとても喜ばれた事業の同じような制度に準じて行われるという予定とのことでございま

したけども、令和４年度の実績と効果について伺いたいのと、また内容や手続等について改めてお伺いをいた

します。 

  以上です。 

○財政課長（鈴木俊也君） 補正予算書９ページ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について

でございますが、今回の補正予算に係ります交付金は、国は、電力・ガス・食料品等高騰重点支援地方交付金

としまして、低所得世帯支援枠分と推奨事業メニュー分、この２つの内訳を設けてございます。前者につきま

しては、交付額の算定基礎が住民税非課税世帯１世帯当たり３万円を限度額の基礎として算定をされておりま

して、国から示されたとおりの補正予算を編成しているところでございます。また、後者につきましては、国
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から限度額とともに推奨事業が示されていることから、それらを参考にしながら、全庁的な調査を実施した上

で予算を編成したところでございます。 

  その検討の中で、住民税非課税世帯に対する給付金については、これまで対象となっていた家計急変世帯が

今回は支給の対象となっていなかったこと、また住民税所得割のみ非課税世帯につきましては、これまで給付

金の支給対象となっていなかったことなどを考慮いたしまして、対象を拡大し、給付額も上乗せをしたところ

でございます。また、妊婦等に対します応援給付金につきましては、令和４年度の終盤に給付の期間を終えま

したが、それ以降に妊婦になるなど対象となられた方に対し継続的に支援ができるよう市長から御指示をいた

だきまして、予算化をしたものでございます。 

  そのほかにつきましては、全庁的な調査を行い、事業所からの要望等も参考としながら物価高騰対策に取り

組むものでございます。 

  以上でございます。 

○福祉推進課長（山田茂人君） 補正予算書26ページ、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費につ

いてでありますが、まず対象者の拡大につきましては、従来の均等割非課税世帯に加えまして、住民税均等割

が課税ではありますが所得割が非課税の世帯である世帯につきましても、広範にわたる品目におきまして物価

高騰の影響を受けている状況を鑑みまして、対象者を拡大したものでございます。また、１世帯当たり３万円

に加え5,000円の金額を上乗せいたしましたのは、所得が低く物価高騰の影響を受けやすい上に、物価高騰の

収束が見通せないことを鑑みまして、当市で活用できる予算額の範囲内で金額の上乗せをしたものであります。 

  次に、対象の世帯につきましては、合計で約１万100世帯を想定しております。内訳につきましては、住民

税非課税世帯が9,000世帯、住民税均等割が課税ではありますが所得割が非課税の世帯、これが1,000世帯を想

定しております。また、家計急変世帯の給付金の対象世帯につきましては100世帯を想定しております。 

  以上でございます。 

○障害福祉課長（大法 努君） 補正予算書28ページ、新型コロナウイルス感染症対策事業費における物価高騰

助成金についてでございますが、障害福祉サービス事業所におきましては、市内で１事業所のみ運営している

法人もあれば、多くのサービスを展開している法人もございます。障害福祉サービス事業所におきましては、

複数の障害福祉サービスの指定を受けている場合においても、介護事業所よりも比較的小さい事業所での運営

も多く、障害福祉サービスの指定事業数に比例して支給をすると助成金の支給額につきまして法人間に大きな

差が生じてしまうということが考えられますことから、前回と同様、一定の上限を設けたものでございます。 

  以上でございます。 

○保育課長（石川正憲君） 私のほうからは、２点御答弁させていただきます。 

  まず、補正予算書28ページ、新型コロナウイルス感染症対策事業費における保育施設等物価高騰対応助成金

についてでございますが、保育施設運営事業者からは、令和４年度に引き続き物価高騰による影響が大きく、

運営に苦慮しているといったような声をいただいております。 

  また、対象となる施設の数及び助成金の配分方法につきましては、昨年と同様、市内31の保育施設等を想定

し、各施設の定員により、助成金の算定をしてまいりたいと考えております。 

  続きまして、補正予算書28ページ、保育環境改善等事業における保育所等における送迎バス等安全対策支援

事業補助金、同じく補正予算書42ページ、幼稚園事業費における私立幼稚園等の送迎バス等安全対策支援事業

費補助金についてでございますが、事業内容につきましては、送迎バスの子供の置き去り防止に必要な装置・
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機器の購入等に関する経費と、施設外・施設内活動中の事故防止対策に必要な機器の購入等の経費に対する補

助事業でございます。 

  効果といたしましては、装置や機器を設置することでバスにおける園児の置き去り防止と、保育中における

見失い、また飛び出し、睡眠中の事故などの防止を図り、安全かつ安心な保育環境の確保や保育士の事務負担

軽減に資するものと考えてございます。 

  以上でございます。 

○子育て支援課長（新海隆弘君） 補正予算書32ページ、もうすぐママ応援給付金事業費についてありますが、

令和４年度の実績と効果について申し上げさせていただきますと、令和４年度に実施しました子育て応援給付

金事業につきましては、児童を養育する方と妊婦の方、合わせて7,179人、児童等の人数で申し上げますと１

万1,304人へ給付を行いました。 

  効果につきましては、物価高騰に対する一助となったほか、養育者等の所得制限を設けることなく、ひとし

く子供たちへ給付金を支給できたことが挙げられます。 

  以上です。 

○健康推進課長（幸村有紀君） 同じく補正予算書32ページ、もうすぐママ応援給付金事業費についてでありま

すが、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている妊婦の方に対し経済的な支援を行うことを目

的とした市独自の給付金事業であります。 

  内容といたしましては、令和５年３月１日から令和６年３月31日までの間に母子健康手帳の交付を受けた妊

婦の方に対して、母子健康手帳交付１件につき２万円を給付いたします。手続につきましては、ＬｏＧｏフォ

ームによる申請、または申請書を御郵送いただき、後日、指定の口座へお振り込みいたします。既に母子健康

手帳の交付が済んでいる方につきましては、保健センターから御案内をお送りする予定としております。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） 御説明ありがとうございます。 

  １点だけ確認をさせていただきます。 

  補正予算書の28ページと42ページの送迎バス等安全対策支援事業補助金についてでございますけども、先ほ

どの御説明で事故防止対策について様々ございましたけども、置き去りに関しては何となくイメージがつくん

ですけども、それ以外の見失いや飛び出し、睡眠中の事故に関して、どのような装置や機器を設置をするのか

教えていただければと思います。 

○保育課長（石川正憲君） 補正予算書28ページ、保育環境改善等事業費における保育所等における送迎バス等

安全対策支援事業補助金、同じく補正予算書42ページ、幼稚園事業費における私立幼稚園等の送迎バス等の安

全対策支援事業費補助金についてでございます。 

  具体的な装置というようなお話をいただきました。具体的な装置や機器につきましては、一つ例として挙げ

ますと、置き去り確認装置につきましては、エンジン停止時に車内に確認音声ガイダンスが流れます。それで

車内の確認後、車内後方にあるボタンを押すとアナウンスが停止するものであったり、またエンジン停止後に

車内センサーが作動しまして、動きや振動を検知して車外アラーム─車の外にアラームを鳴動するなどの

装置がございます。また、見失いにつきましては、ＧＰＳやブルートゥースを活用した子供の見守りシステム

であったり、飛び出し防止については保育所から飛び出した際の防止をする柵立てであったり、午睡時におき

ましてはベビーセンサーや無呼吸時のアラームなどの装置がございます。 
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  今後各保育施設等におきまして必要な装置・機器を選定し、事故防止策を講じていくということで予定をし

ております。 

  以上でございます。 

○７番（上林真佐恵君） 何点か伺います。 

  補正予算書16ページの人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金なんですけれども、この交付金の

概要と、対象事業にはどのようなものがあるのか、また今後の活用の見通しについて伺います。 

  次に、補正予算書28ページ、保育施設等物価高騰対応助成金で、今の御答弁も聞いてまして、令和４年度に

行った同様の事業だというふうに思ってますけれども、前回との今回違いがあるのか、対象期間などをお伺い

したいのと、それから前回の助成金は光熱費や食材費の物価高騰している下で、保護者からの実費徴収の値上

げをしないことを条件に市内保育施設等に助成をする事業だったというふうに思うんですけれども、前回助成

を受けずに保護者負担が増えた施設があったのかどうか、もしあればどのくらいあったのか、またそれを受け

て今回の事業、どのように保護者負担を、実費徴収、値上げをしないように、そういうふうにするのか、その

効果についてどのように認識されているのか伺います。 

  それから、補正予算書28ページの保育所等における送迎バス等安全対策支援事業補助金と、42ページの私立

幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金、今の詳しい御答弁を伺ったんですけれども、対象となる施設

が何園になるのか、また送迎バスについては何園、何台になるのか教えていただければと思います。 

  それから、補正予算書38ページの教育センター運営費、校内サポートルームの設置に対する会計年度任用職

員の報酬、これが計上されているかと思うんですけれども、これ何人分になるのか。現在一中のサポートルー

ムから先生が１人、五小の校内サポートルームに行ってらっしゃると思うんですけれども、そのあたり、一中

のサポートルームのこれまでの教員体制が維持されるのかどうかなど、その辺のことを教えてください。 

  それから、この会計年度任用職員の方の─支援員ですね、資格等、条件、どのようになっているのか伺

います。 

  それから、補正予算書38ページの学力格差解消推進校事業補助金ですけれども、どのような学習支援を行う

のか具体的な内容を伺います。 

○総合戦略推進担当課長（田代雄己君） 補正予算書16ページ、人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交

付金のまず概要につきまして御説明申し上げます。 

  公益財団法人の地域社会振興財団から交付される交付金でありまして、高齢社会対策大綱や少子化社会対策

大綱、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略などの実現に資するために行う事業に対する交付金となってお

ります。対象事業としましては、健康づくり推進事業だったり少子化対策事業、地方移住・関係人口創出事業

などとなっております。 

  当市のほうの充当する予定としましては、先ほど企画財政部長からも申し上げましたとおり、マタニティ雑

誌への広告の掲載、また「なんでも鑑定団ｉｎ東大和」の開催の経費、またもう一つ、インターネット広告の

掲載の経費に充当する予定となっております。 

  今後についてでありますけれども、この交付金につきましては国や地方公共団体の補助を受けていないこと

や単年度事業であることということが対象になっておりまして、来年度以降の活用については未定となってお

ります。 

  以上でございます。 
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○保育課長（石川正憲君） 私のほうからは２点、補正予算書28ページ、保育施設等物価高騰対応助成金につい

てでございますが、令和５年度におきましても、令和４年度と同様に、令和５年度中に施設の利用者から徴収

する費用を値上げしない施設に対しまして助成する事業でございます。 

  令和４年度につきましては、市内31の対象施設のうち27施設に助成をいたしました。未助成の４施設のうち

３施設が未申請であり、残りの１施設については対象外ということでございました。効果といたしましては、

引き続き利用者の経済的な負担増を抑制し、保育サービスの継続的な提供に資するものというふうに考えてご

ざいます。 

  続きまして、補正予算書28ページ、保育所等における送迎バス等安全対策支援事業補助金、同じく補正予算

書42ページ、私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金についてでございますが、対象となる施設に

つきましては、来年度、第二給食センター跡地に開設を予定しております保育園を含む市内32の施設となって

おります。また、バスにつきましては市内の７施設、18台を予定してございます。 

  以上でございます。 

○教育部参事（小野隆一君） 補正予算書38ページ、教育センター運営費について、校内別室指導員の人数につ

いてございました。 

  今考えておりますのは、２名分考えております。現在１名が第五小学校に配置されておりますが、今回新た

に、さらに第五小学校及び第三中学校にそれぞれ１名ずつ、校内別室指導員、指導支援員を配置する予定でご

ざいます。そうすることによりまして第五小学校は２名になるという形になりまして、その１名分をサポート

ルームに戻すかどうかというのは今後また調整を図ってまいりたいと考えております。 

  また、指導員の資格でございますが、小学校教諭一種・二種免許状もしくは中学校教諭一種・二種免許状の

いずれかの資格を有する者としてございます。 

  続きまして、補正予算書38ページ、学力格差解消推進校事業補助金について、学習支援の内容でありますが、

学力格差解消推進校において加配により配置された教員を中心に、外部指導者の確保や補習教室の実施、教育

環境の整備などに取り組み、組織的に学力向上のための取組を推進してまいります。 

  以上でございます。 

○７番（上林真佐恵君） 補正予算書28ページの保育施設等物価高騰対応助成金のところで、この助成を受けな

かった施設が４施設で、１施設は対象外、３施設は申請がなかったということなんですけど、これはちょっと

どういうことなのか、結局保護者負担、実費徴収など、値上げをしたということなのか、ちょっとそのあたり

もし分かれば教えてください。 

  それから、補正予算書38ページの教育センター運営費、校内サポートルームのところですけれども、この補

助金は何か上限などあるのか、全体としての人数は増えるということだと理解したんですけれども、教員体制

は維持して、これまでの教員体制を維持していただきたいと思いますので、例えば１校当たり何人とかという

上限があるのか、金額的な上限があるのか、その辺を教えてください。 

  それから、補正予算書38ページの学力格差解消推進校事業補助金ですけれども、この内容についてはまだこ

れからという、具体的にどういうことをやるのかというのはこれからなのか、ちょっとそのあたり教えていた

だければと思います。 

○保育課長（石川正憲君） 補正予算書28ページ、保育施設等物価高騰対応助成金についてでございます。 

  未助成４施設のうち３施設が未申請ということでありますが、こちらの施設につきましては値上げ等せずに、
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助成金の申請がただただなかったという施設でございます。残りの１施設につきましては、値上げをすること

によってこの助成金の対象から外れてしまったという形で対象外ということになっております。 

  以上でございます。 

○教育部参事（小野隆一君） 補正予算書38ページ、教育センター運営費について、その補助額の上限等につい

てでございますけれども、市教育委員会が１校当たりに支出した経費と540万円を比較しまして少ない額を東

京都が10分の10補助するという形になっております。 

  続きまして、補正予算書38ページ、学力格差解消推進校事業補助金の取組内容についてでございますが、こ

ちらは第三中学校のほうで内容のほうを検討を進めているところでございまして、教育委員会も連携して進め

ていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○６番（尾崎利一君） 補正予算書20ページ、情報システム管理・運営事業費ですけれども、自治体情報システ

ムの標準化・共通化とはどういうことで、どのようなスケジュールで進めているのか、当市における進捗状況

について伺います。 

  同じく、同じところですけれども、20ページですけれども、住民の暮らしに役立つデジタル化について反対

するものではありませんけれども、この標準化・共通化については、自治体の独自施策の維持・拡充ができな

くなるのではないかという指摘や自治体負担の問題など様々な懸念が上がっています。 

  全国市長会も2022年９月29日に地方公共団体情報システム標準化基本方針に関する意見を提出し、標準化対

象外の業務や都市自治体が独自で実施する施策について、統一・標準化が施策継続の弊害とならないよう地域

特性を踏まえた対応を可能とすること、住民サービスへの不利益が生じないよう万全の対策を講じること、住

民サービスの低下を招くことなくと懸念を示すとともに、財政措置を含めた支援を国に求めています。 

  特に自治体の独自施策継続の弊害となってはならないという指摘は重要と考えますが、当市の対応について

伺います。 

  それから、22ページで、市民協働事業費、自治総合センターコミュニティ助成金で、自治会用に必要な備品

購入に充てるということですが、内容について伺います。 

  関連して、東京都で、関東大震災100年町会・自治会防災力強化助成金で地域防災力の向上を目指すという

ふうにしていますけれども、これを大いに活用して地域防災力向上を図るべきと考えますが、市の取組状況に

ついても伺います。 

○デジタル推進担当課長（藤本貴史君） 補正予算書20ページ、情報システム管理・運営事業費におけますシス

テムの標準化・共通化についてでございます。 

  自治体情報システムの標準化・共通化は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律、こちらに基づ

きまして、住民基本台帳などの20の業務のシステムについて、令和７年度末までに国が定める仕様に準拠した

システムに移行させるものでございます。 

  当市におきましては、システム事業者との調整の結果、一部を除きまして、対象業務のほとんどにつきまし

て令和６年10月に標準化システムへ移行する予定となっております。 

  続きまして、２点目、同じく補正予算書20ページ、システム標準化・共通化についてでございます。 

  自治体情報システムの標準化・共通化の対象外となっておりますシステムの取扱いにつきましては地方公共

団体の裁量によることとされております。ですので、システム事業者と適切に調整を行いながら、施策継続に
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支障のないように対応してまいりたいと考えております。 

  市の財政負担につきましては、標準化・共通化に伴い多額の費用が見込まれますことから、国において必要

な財政措置を講じるよう、機を捉えまして要望してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○地域振興課長（池田 剛君） 補正予算書22ページ、市民協働事業費における備品購入についてでございます

が、自治会活動の活性化を図るための備品の整備といたしまして、餅つきセット、音響設備、アルミ製の折り

畳み式リヤカーなどの購入を予定しております。また、関東大震災100年町会・自治会防災力強化助成金につ

きましては各自治会に御案内しているところでありまして、既に幾つかの自治会から当該助成金の活用を検討

されていると伺っているところでございます。 

  地域の防災力の向上、地域コミュニティーの活性化に資するため、当該助成金が広く活用されるよう、引き

続き情報提供に努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（東口正美君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は会議規則第36条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、委員会付託を省略いたします。 

  討論を行います。 

〔１６番 荒幡伸一君 登壇〕 

○１６番（荒幡伸一君） 公明党の荒幡伸一です。私は、公明党を代表し、令和５年度東大和市一般会計補正予

算（第２号）に対して賛成の立場で討論をいたします。 

  新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ５類に移行して１か月余り、感

染対策が個人の判断となり、地域活動や社会経済活動が活発化してきました。５類へ移行しても、すぐに日常

が戻るわけではありません。昨今の物価高の影響が拍車をかけ、多くの人々が生活を立て直していないのが現

状でございます。 

  第２号補正予算では、質疑でも確認をさせていただきましたように、私ども公明党会派として求めてまいり

ました物価高騰対策と生活支援の拡充がコロナの影響とともに物価高騰で苦しい状況を強いられている市民や

事業者にきめ細かな支援策として数多く反映されていることを高く評価いたします。 

  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費では、従来の非課税世帯に加えて、広範にわたって物価

高騰の影響を受けている状況を鑑み、対象者が拡大されます。また、１世帯当たり３万円に加え5,000円の金

額が上乗せされることは、当市で活用できる予算額の範囲内で金額の上乗せをしたものであり、高く評価いた

します。 

  保育施設等物価高騰対応助成金、学校給食食材料費高騰対応助成金では、保護者の実費負担増を抑制し、さ

らに副食や給食の質の維持にも取り組んでいただいていることに感謝申し上げます。今後とも安全・安心で子
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供たちが喜ぶ給食の提供をよろしくお願いいたします。 

  送迎バス等安全対策支援事業補助金では、これまでも子供たちの安全や安心を第一に保育の環境を整えてく

ださっていることに感謝しておりますが、さらなる対策が講じられることによって、より安全かつ安心な保育

環境の確保や保育士の事務負担の軽減に資することを期待いたします。 

  もうすぐママ応援給付金事業費では、令和４年度に実施され、多くの方から喜びの声を頂きました。引き続

き、養育者等の所得制限を設けることなくひとしく給付金が支給されることを高く評価いたします。 

  最後に、物価高騰から市民生活を守るために迅速に対応していただいた市長及び担当職員の御尽力に感謝を

申し上げます。 

  以上、公明党を代表しての賛成討論といたします。 

〔１６番 荒幡伸一君 降壇〕 

〔６ 番 尾崎利一君 登壇〕 

○６番（尾崎利一君） 第37号議案 令和５年度東大和市一般会計補正予算（第２号）について、日本共産党を

代表して賛成討論を行います。 

  自治体情報システムの標準化・共通化の準備経費が計上されています。当市でも18歳以下の子ども医療費の

完全無償化に進もうとしているわけですが、国は子ども医療費助成によって無駄な受診が増えるかのようなこ

とを言って背を向けています。こうした自治体独自の施策が標準化・共通化によって維持・発展できなくなっ

てしまうことのないよう、また財政措置も含めて自治体負担とならないよう、国にしっかりと意見を言い、監

視していただくよう要請します。 

  質疑の中で、東京都の関東大震災100年町会・自治会防災力強化助成金の活用をお願いしましたが、市長の

公約でもある地域防災力の向上に向けた取組の強化を求めます。 

  保育所等における送迎バスの置き去り防止等や午睡時の事故防止に関わる補助金が全額国・都の財源で追加

計上されました。必要な補助です。同時に、こうした事故の背景には、国際的にも大変遅れた保育士配置基準

や低賃金があり、抜本的引上げが必要です。第１回定例会では、日本共産党が提案し、全議員が提出者となっ

て保育基準と保育士の処遇の抜本改善を求める意見書が可決されました。厚労省では配置基準を変えずに補助

金増額で対応するとの報道もありますが、基準と処遇の抜本改善を求めるものです。 

  新型コロナウイルス感染対策としては、全額国の財源でワクチンの追加接種費用が計上されました。第９波

が懸念されていて必要な対策です。また、補正第１号では、高齢者施設や障害者施設のＰＣＲ検査、抗原検査

に係る補助金が全額都の財源で計上されています。クラスターを防止し命を守る上で必要な措置ですが、運動

会を契機にした小・中学校での集団感染が報じられています。小・中学校や保育園・幼稚園、学童保育などで

の対応を重ねて求めるものです。 

  本日の市長報告で、ヘルメット購入補助制度を４月に遡及して適用されるという報告がありました。本補正

予算では計上されていないようですけれども、早期の実施を求めます。 

  物価高騰対策として、国の交付金４億7,556万7,000円を活用して様々な対策を取っていることを評価します。 

  住民税非課税世帯への臨時特別給付金の金額を上乗せした上で対象を拡大することを評価します。 

  母子健康手帳の交付を受けた方への２万円支給、学校給食食材費補助の追加を評価します。 

  また、介護事業所や障害福祉事業所、保育施設等や民間学童保育所への補助についても必要なものです。 

  長期にわたるコロナ危機と昨年来の物価高騰で市内中小事業者の経営は追い詰められており、中小企業者応



 

－46－ 

援金の支給を求めます。 

  物価高騰がとどまるところを知らない、しかも広範に及ぶ中で、消費税の緊急減税、賃金と年金の大幅引上

げが必要であり、市としても国に要望してください。 

  さらに、東大和市の下水道料金、家庭ごみ袋、国民健康保険税は、いずれも多摩26市で一、二を争う高いも

のとなっており、緊急引下げを求めるとともに、値上げと市民サービス切捨てのこれまでの市政の転換を求め

て、賛成討論とします。 

〔６ 番 尾崎利一君 降壇〕 

○議長（東口正美君） 討論を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  採決いたします。 

  第37号議案 令和５年度東大和市一般会計補正予算（第２号）、本案を原案どおり可決と決することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、本案を原案どおり可決と決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第３０ 陳情の付託 

○議長（東口正美君） 日程第30 陳情の付託を行います。 

  ６月７日正午までに受理した陳情を御配付してあります文書表のとおり、総務委員会及び厚生文教委員会に

審査を付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 

  ここで、会議の休会についてお諮りいたします。 

  明日６月14日につきましては、会議を休会としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（東口正美君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（東口正美君） これをもって本日の会議を散会いたします。 

  お疲れさまでございました。 

午後 ０時３８分 散会 


